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 葛飾区公文書等管理条例を公布する。 

 

  令和７年３月27日 

 

                      葛飾区長 

 

葛飾区条例第３号 

 

 

 

 

   葛飾区公文書等管理条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 公文書の管理（第４条―第11条） 

第３章 特定歴史的公文書の保存等（第12条―第14条） 

第４章 葛飾区公文書等管理委員会（第15条―第18条） 

第５章 雑則（第19条―第23条） 

付則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、葛飾区（以下「区」という。）の諸活動や歴史的事実の記録である

公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える区民共有の知的資源として、区民が主体的

に利用し得るものであることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること

により、公文書の適正な管理、歴史的公文書の適切な保存及び利用等を図り、もって区

政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、区政に関する区民の知る権利を

保障し、区の諸活動について現在及び将来の区民に説明する責務を全うすることを目的

とする。 

（定義） 
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第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 実施機関 葛飾区長（以下「区長」という。）、葛飾区教育委員会、葛飾区選挙管

理委員会、葛飾区監査委員、葛飾区農業委員会及び葛飾区議会をいう。 

⑵ 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィル

ム及び電磁的記録（電子方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職

員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、

次に掲げるものを除く。 

  ア 書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 

  イ 特定歴史的公文書 

  ウ 葛飾区立図書館、葛飾区郷土と天文の博物館その他の施設において、歴史的若し

くは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

 ⑶ 歴史的公文書 将来にわたって区の活動又は歴史を検証する上で重要な資料となる

公文書をいう。 

 ⑷ 特定歴史的公文書 第８条第１項の規定により区長が引き続き保存し、及び同条第

２項の規定により区長に移管された歴史的公文書をいう。 

 ⑸ 公文書等 次に掲げるものをいう。 

ア 公文書 

イ 特定歴史的公文書 

（他の法令との関係） 

第３条 公文書等の管理については、法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例（以下

「法令等」という。）に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところに

よる。 

第２章 公文書の管理 

（公文書の作成） 

第４条 実施機関の職員は、第１条の目的の達成に資するため、当該実施機関における経

緯を含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡

付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、
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公文書を作成しなければならない。 

（公文書の整理） 

第５条 実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、当該

公文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間が満了する日を

設定しなければならない。 

２ 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存に資するよう、単

独で管理することが適当であると認められる場合を除き、適時に、相互に密接な関連を

有する公文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を１の集合物

（以下「公文書ファイル」という。）にまとめなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関は、当該公文書ファイルについて分類し、名称を付す

るとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。 

４ 実施機関は、職務の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において第１

項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を延長することが

できる。 

５ 区長は、公文書ファイル及び単独で管理している公文書（以下「公文書ファイル等」

という。）について、保存期間（前項の規定により延長された場合にあっては、延長後

の保存期間。以下同じ。）の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したとき

の措置として、第９条第４項に規定する選別基準にのっとり、歴史的公文書に該当する

ものにあっては特定歴史的公文書として引き続き保存する措置を、それ以外のものにあ

っては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。 

６ 区長以外の実施機関は、公文書ファイル等について、保存期間の満了前のできる限り

早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、第９条第４項に規定する選別基準

にのっとり、歴史的公文書に該当するものにあっては区長への移管の措置を、それ以外

のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。 

（保存） 

第６条 実施機関は、公文書ファイル等について、当該公文書ファイル等の保存期間が満

了するまでの間、その内容、時の経過、利用状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保

するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置

を講じた上で保存しなければならない。 
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２ 前項の場合において、実施機関は、当該公文書ファイル等の集中管理の推進に努めな

ければならない。 

３ 実施機関は、公文書ファイル等を保存するときは、当該公文書ファイル等の改ざん、

盗難、消失及び漏えいを防止するため、必要な措置を講じなければならない。 

４ 区長は、第１項の規定による保存及び第２項の規定による集中管理の推進に資するた

め、他の実施機関からの依頼を受けて、公文書ファイル等の保存を行うことができる。 

（公文書ファイル等管理簿） 

第７条 実施機関は、公文書ファイル等の管理を適正に行うため、公文書ファイル等の分

類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置、保存場

所その他の必要な事項（葛飾区情報公開条例（平成４年葛飾区条例第30号。以下「情報

公開条例」という。）第９条に規定する非公開情報に該当するものを除く。）を帳簿

（以下「公文書ファイル等管理簿」という。）に記載しなければならない。ただし、１

年未満の保存期間が設定された公文書ファイル等については、この限りでない。 

２ 実施機関は、公文書ファイル等管理簿について、インターネットの利用その他適切な

方法により公表しなければならない。 

３ 区長は、前項の規定による公表に資するため、他の実施機関からの依頼を受けて、当

該実施機関の公文書ファイル等管理簿を公表することができる。 

（保存期間が満了した公文書ファイル等の取扱い） 

第８条 区長は、保存期間が満了した公文書ファイル等について、歴史的公文書に該当す

るものを特定歴史的公文書として引き続き保存しなければならない。 

２ 区長以外の実施機関は、保存期間が満了した公文書ファイル等について、歴史的公文

書に該当するものを区長に移管しなければならない。 

３ 区長は、第１項の規定により引き続き保存する公文書ファイル等について、次に掲げ

る情報が含まれているものとして公開の制限を行うことが適切であると認める場合には、

その旨の記録をしなければならない。 

 ⑴ 法令の規定により公開することができないとされている情報 

 ⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で特定の個

人が識別され得るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公
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開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲

げる情報を除く。 

  ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている

情報 

  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認

められる情報 

  ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規

定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に

規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規

定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独

立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人

をいう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報が

その職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏

名及び当該職務遂行の内容に係る部分 

 ⑶ 法人（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。）その他

の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関

する情報で、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護

するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。 

  ア 公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与え

ると認められる情報 

  イ 区長の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたもので、法人等又

は事業を営む個人における通例として公開しないこととされているものその他の当

該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認

められるもの 

 ⑷ 区政執行に関する情報で次に掲げるもの 

  ア 監査、検査、取締り、試験又は徴税等の事務事業に関する情報で、公開すること

により当該事務事業又は同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又は公正かつ
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適切な執行に支障が生ずるおそれのあるもの 

  イ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業

に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれのあるもの 

  ウ 公開することにより人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防

その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの 

４ 区長以外の実施機関は、第２項の規定により区長に移管する公文書ファイル等につい

て、次に掲げる情報が含まれているものとして公開の制限を行うことが適切であると認

める場合には、その旨の意見を付さなければならない。 

 ⑴ 前項第１号、第２号又は第４号に掲げる情報 

 ⑵ 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、次に掲げるも

の。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが

必要であると認められる情報を除く。 

  ア 公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与え

ると認められる情報 

  イ 区長以外の実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたも

ので、法人等又は事業を営む個人における通例として公開しないこととされている

ものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合

理的であると認められるもの 

５ 実施機関は、保存期間が満了した公文書ファイル等（歴史的公文書に該当するものを

除く。次項及び第７項において同じ。）について、適切に廃棄をしなければならない。 

６ 区長は、前項の廃棄をしようとするときは、あらかじめ、当該廃棄が適当であるか確

認しなければならない。ただし、１年以下の保存期間が設定された公文書ファイル等の

廃棄をしようとするときは、この限りでない。 

７ 区長以外の実施機関は、第５項の廃棄をしようとするときは、あらかじめ、区長に協

議しなければならない。ただし、１年以下の保存期間が設定された公文書ファイル等の

廃棄をしようとするときは、この限りでない。 

８ 区長以外の実施機関は、前項の規定による協議に係る公文書ファイル等について、当

該公文書ファイル等を区長に移管することが適当であると区長が認めるときは、当該公

文書ファイル等を区長に移管しなければならない。 
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（公文書管理規程等） 

第９条 実施機関は、公文書が第４条から前条までの規定に基づき適正な管理がされるよ

う、公文書の管理に関する定め（以下「公文書管理規程等」という。）を設けなければ

ならない。 

２ 公文書管理規程等には、公文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 ⑴ 公文書の作成に関する事項 

 ⑵ 公文書の整理に関する事項 

 ⑶ 公文書の保存に関する事項 

 ⑷ 公文書ファイル等管理簿に関する事項 

 ⑸ 公文書の移管又は廃棄に関する事項 

 ⑹ 公文書の管理状況の報告に関する事項 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、公文書の管理に必要な事項 

３ 実施機関は、公文書管理規程等を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 

４ 区長は、歴史的公文書を選別するための基準（以下「選別基準」という。）を設けな

ければならない。 

５ 区長は、選別基準を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これ

を変更したときも、同様とする。 

（指定管理者の文書の管理） 

第10条 実施機関は、指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）が、この条例の趣旨にのっとり、その管

理する公の施設（区が設置するものに限る。）の管理業務に係る文書の適正な管理に関

し必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。 

（出資等法人の文書の管理） 

第11条 区が出資その他の財政支出等を行う法人で、区長が別に定めるもの（以下「出資

等法人」という。）は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資等法人が保有する文書の

適正な管理に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 区長は、出資等法人が前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとす

る。 
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３ 区長は、出資等法人の文書の管理が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものと

する。 

第３章 特定歴史的公文書の保存等 

（特定歴史的公文書の保存等） 

第12条 区長は、特定歴史的公文書について、第14条の規定による廃棄をする場合を除き、

永久に保存しなければならない。 

２ 区長は、特定歴史的公文書について、その内容、保存状態、時の経過、利用状況等に

応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体によ

り、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 

３ 区長は、特定歴史的公文書に個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律

第57号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）が記録されている場合

には、当該個人情報の漏えい防止のために必要な措置を講じなければならない。 

４ 区長は、別に定めるところにより、特定歴史的公文書の分類、名称その他の特定歴史

的公文書の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目

録を作成し、公表しなければならない。 

（利用の促進） 

第13条 区長は、特定歴史的公文書（区長が別に定めるところにより利用させることがで

きるものに限る。）について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよ

う努めなければならない。 

（特定歴史的公文書の廃棄） 

第14条 区長は、特定歴史的公文書が、劣化損傷等により判読及び修復が不可能で利用で

きなくなった場合その他重要でなくなったと認める場合は、当該特定歴史的公文書を廃

棄することができる。 

第４章 葛飾区公文書等管理委員会 

（委員会の設置） 

第15条 公文書等の管理を適正かつ効率的に行うため、区長の附属機関として葛飾区公文

書等管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議して答申する。 

 ⑴ この条例の改廃に関する事項 
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 ⑵ 公文書管理規程等の制定又は改廃に関する事項 

 ⑶ 選別基準の制定又は改廃に関する事項 

 ⑷ 歴史的公文書の移管（区長にあっては、第８条第１項の規定による保存）に関する

事項 

 ⑸ 前条の規定による廃棄に関する事項 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する重要な事項 

（組織等） 

第16条 委員会は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者その他区長が必要と認

める者のうちから区長が委嘱する委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

３ 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、非公開とする

ことができる。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

（資料の提出等の求め） 

第17条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合は、実施機関の

職員その他関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求め

ることができる。 

（委員会の組織及び運営に関する事項についての委任） 

第18条 前３条に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、区長

が別に定める。 

第５章 雑則 

（管理状況の報告） 

第19条 区長以外の実施機関は、公文書ファイル等管理簿の記載状況その他の公文書の管

理状況について、毎年度、区長に報告しなければならない。 

２ 区長は、各実施機関における公文書ファイル等管理簿の記載状況その他の公文書の管

理状況を取りまとめ、毎年度、その概要を公表しなければならない。 

３ 区長は、第１項に定めるもののほか、公文書の適正な管理を確保するために必要があ
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ると認める場合は、他の実施機関に対し、公文書の管理について、その状況に関する報

告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができる。 

４ 区長は、特定歴史的公文書の保存及び利用の状況について、毎年度、その概要を公表

しなければならない。 

（研修） 

第20条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書等の管理を適切かつ効率的に行

うため、必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うもの

とする。 

（組織の見直しに伴う公文書等の適正な管理のための措置） 

第21条 実施機関は、当該実施機関の組織について統合、廃止等の組織の見直しが行われ

る場合には、その管理する公文書等について、当該見直しの後においても適正な管理が

行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。 

（電子化の推進） 

第22条 実施機関は、適正な公文書等の管理、事務事業の効率化、区民利用の促進等に資

するため、公文書等の電子化の推進に努めなければならない。 

（委任） 

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年10月１日から施行する。ただし、第４章の規定並びに次項及び

付則第５項の規定は、同年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 公文書管理規程等及び選別基準の制定その他の準備行為は、この条例の施行の日前に

おいても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書若しく

は公文書ファイルについて実施機関により定められた保存年限は、第５条第１項又は第

３項の規定に基づき定められた保存期間とみなす。 

４ この条例の施行の際現に区長が歴史的に重要であると認めて指定している公文書につ
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いては、特定歴史的公文書とみなす。 

（葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例（昭和41年葛飾区条

例第33号）の一部を次のように改正する。 

  第２条に次の１号を加える。 

  ⑼ 葛飾区公文書等管理条例（令和７年葛飾区条例第３号）第17条の規定により出頭

する者 


